
退 職 金 規 定 
 
（適用範囲） 
第１条 この規定は就業規則第３７条に基づき職員の退職金について定めたものである。 
ただし、勤続年数１年未満の者または日雇者もしくは臨時職員の者については、本規定を適用し

ない。 
 
（業務都合による退職の場合の支給額） 
第２条 職員が次の事由により退職する場合は、退職時における基本給の月額に別表Ａ欄の勤続年数に応じ

て定めた支給基準率を乗じて算出した退職金を支給する。 
 １．死 亡 
 ２．業務上の事由による傷病 
 ３．やむを得ない業務上の都合による解雇 
 ４．定年 

 
（自己都合による退職の場合の支給額） 
第３条 職員が次の事由により退職する場合は、退職時における基本給の月額に別表Ｂ欄の勤続年数に応

じて定めた支給基準率を乗じて算出した退職金を支給する。 
 １．自己都合 
 ２．業務外の事由による傷病 
 ３．就業規則第４４条第１号から第３号までの事由による解雇 

 
（受給権者） 
第４条 職員が死亡した場合の退職金は、死亡当時、その収入により生計を維持していた遺族に支給する。 
② 前項の遺族の範囲および支給順位については、労働基準法施行規則第４２条から第４５条の定め

るところを準用する。 
 
（勤続年数の算出） 
第５条 勤続年数は採用された日から起算し、退職の日までとする。 
② 勤続年数の１年未満の端数は月割とし、１ヶ月未満の端数は１ヶ月とする。 
③ 就業規則第３３条第３号の出向による休職期間は、勤続年数に算入し、その他の休職期間は勤続

年数に算入しない。 
 
（金額の端数計算） 
第６条 退職金の最終計算において、円未満の端数があるときはこれを切り上げる。 

 
（退職金支給の制限） 
第７条 次の者については退職金の全部または一部を支給しないことがある。 
１．就業規則第５６条に定める懲戒規定に基づき懲戒解雇された者 
２．退職後、支給日までの間において在職中の行為につき懲戒解雇に相当する事由が発見された

者 
 

（支払時期） 
第８条 退職金の支給は退職または解雇の日から３０日以内にその全額を支払う。 

 



（退職慰労金） 
第９条 在職中に勤務成績が優秀であった者および事業の発展に著しく貢献した者に対しては慰労金を支

給することがある。なお、その額については会長がその都度定める。 
 
付 則 
   １．この取り扱いは昭和６１年７月１５日から実施する。 
   ２．平成１４年４月１日一部改定 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



退職金支給基準率表 
 

    （別  表） 

支給基準率 支給基準率 
勤続年数 

Ａ Ｂ 
勤続年数 

Ａ Ｂ 

１ ー ー ２１ ３０．７２ ２７．９２ 

２ １．６２ １．４７ ２２ ３２．３３ ２９．３９ 

３ ２．４２ ２．２０ ２３ ３３．９５ ３０．８６ 

４ ３．２４ ２．９４ ２４ ３５．５６ ３２．３２ 

５ ４．１７ ３．７９ ２５ ３６．９５ ３３．５９ 

６ ５．９９ ５．４４ ２６ ３８．３５ ３４．８６ 

７ ７．４８ ６．８０ ２７ ３９．７４ ３６．１２ 

８ ８．５０ ７．７２ ２８ ４１．１３ ３７．３９ 

９ ９．５５ ８．６８ ２９ ４２．５３ ３８．６６ 

１０ １０．６１ ９．６４ ３０ ４３．９２ ３９．９２ 

１１ １４．７９ １３．４４ ３１ ４５．３１ ４１．１９ 

１２ １６．２０ １４．７３ ３２ ４６．７１ ４２．４６ 

１３ １８．６１ １６．９１ ３３ ４８．１０ ４３．７２ 

１４ ２０．０８ １８．２５ ３４ ４９．４９ ４４．９９ 

１５ ２１．６１ １９．６４ ３５ ５０．８９ ４６．２６ 

１６ ２３．０９ ２０．９９ ３６ ５２．２８ ４７．５２ 

１７ ２４．６１ ２２．３７ ３７ ５３．６７ ４８．７９ 

１８ ２６．１０ ２３．７２ ３８ ５５．０７ ５０．０６ 

１９ ２７．６３ ２５．１１ ３９ ５６．４６ ５１．３２ 

２０ ２９．１１ ２６．４６ ４０ ５７．８５ ５２．５９ 



 
 
 
 
 
    


